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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県税条例施行規則の一部を改正する規則（※） （税務課取扱い）１

鹿児島県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年３月31日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県規則第22号

鹿児島県税条例施行規則の一部を改正する規則

鹿児島県税条例施行規則（昭和38年鹿児島県規則第32号）の一部を次のように改正する。

第18条に次の１項を加える。

４ 条例第55条第２項の規定により，法附則第11条の４第４項の規定に基づく改修工事対象住

宅の取得に対して課する不動産取得税の減額を受けようとする者が，申告書に記載する事項

は，次に掲げる事項とする。

 申告者の住所及び氏名又は所在地及び名称

 取得した住宅の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積

 当該住宅の取得年月日

 当該住宅の新築年月日

 改修工事の内容及び費用の額

 住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日及び譲渡の対価の額

 住宅性能向上改修住宅を譲り受けた個人の氏名及び当該個人が居住の用に供した年月日

 減額を受けようとする税額

 前各号に掲げるもののほか，知事が必要と認める事項

第18条の２中第９項を第10項とし，第４項から第８項までを１項ずつ繰り下げ，第３項の次

に次の１項を加える。

４ 条例第55条第２項の規定により，法附則第11条の４第５項において準用する法第73条の25

第１項の規定に基づく不動産取得税の徴収猶予を受けようとする者が，申告書に記載する事

項は，次に掲げる事項とする。

 申告者の住所及び氏名又は所在地及び名称

 取得した住宅の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積

 当該住宅の取得年月日

 当該住宅の新築年月日

 改修工事の内容及び費用の額

 住宅性能向上改修住宅の譲渡予定年月日及び譲渡の対価の額

 住宅性能向上改修住宅を譲り受ける予定の個人の氏名及び当該個人が居住の用に供する

予定年月日

 徴収猶予を受けようとする税額及び期限

 前各号に掲げるもののほか，知事が必要と認める事項
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第18条の４の表根拠規定の欄中「附則第11条の４第２項」の次に「及び同条第５項」を加え

る。

附則に次の１項を加える。

（自動車取得税証紙販売手数料の割合の特例）

６ 第30条第２項の規定の適用については，当分の間，同項中「100分の0.54」とあるのは，

「100分の1.08」とする。

別記第74号様式中「附則第11条の４第２項」の次に「，附則第11条の４第５項」を加える。

別記第77号様式中

「３ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得」を

「３ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得

４ 宅地建物取引業者による既存住宅に対する住宅性能向上改修工事及び個人に対する譲渡

に，
の実施」

「

施 設 の 所 在 地

心身障害者を 独立行政法人高齢・障害・求職
減額を受けようと

多数雇用する 者雇用支援機構等からの助成金 円 円
する税額

事業所の事業 の支給額

の用に供する
施 設 の 取 得 年 月 日 年 月 日

施設の取得

人 常時雇用労働者の
常 時 雇 用 心 身 障 害 者 数 人

（うち重度障害者数 人） 総数
」

を

「

施 設 の 所 在 地

心身障害者を 独立行政法人高齢・障害・求職
減額を受けようと

多数雇用する 者雇用支援機構等からの助成金 円 円
する税額

事業所の事業 の支給額

の用に供する
施 設 の 取 得 年 月 日 年 月 日

施設の取得

人 常時雇用労働者の
常 時 雇 用 心 身 障 害 者 数 人

（うち重度障害者数 人） 総数

宅地建物取引 改修工事対象住宅の新築年月日 年 月 日 改修工事の内容及び費用の額

業者による既 円

存住宅に対す

る住宅性能向 譲 渡 の 対 価 の 額 円

上改修工事及 譲 渡 年 月 日 年 月 日

び個人に対す 譲 り 受 け た 個 人 の 氏 名

る譲渡の実

施 譲り受けた個人が居住の用に供
年 月 日 減額を受けようとする税額 円

した年月日

」

に改める。

別記第78号様式（その２）中

「２ 耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施

３ 被収用不動産等の代替不動産の取得 を

４ 譲渡担保財産の取得 」
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「２ 宅地建物取引業者による既存住宅に対する住宅性能向上改修工事及び個人に対する譲渡

３ 耐震基準不適合既存住宅に対する耐震改修の実施

４ 被収用不動産等の代替不動産の取得

５ 譲渡担保財産の取得

の実施

に，

」

「
独立行政法人高齢・障害

施設の取得年月日 年 月 日 ・求職者雇用支援機構等 円

心身障害者を からの助成金の支給額

多数雇用する
人

事業所の事業 常時雇用心身障害者数 常時雇用労働者の総数 人
（うち重度障害者数 人）

の用に供する

施設の取得

徴 収 猶 予 税 額 円 徴 収 猶 予 期 限 年 月 日

」

を

「
独立行政法人高齢・障害

施設の取得年月日 年 月 日 ・求職者雇用支援機構等 円

心身障害者を からの助成金の支給額

多数雇用する
人

事業所の事業 常時雇用心身障害者数 常時雇用労働者の総数 人
（うち重度障害者数 人）

の用に供する

施設の取得

徴 収 猶 予 税 額 円 徴 収 猶 予 期 限 年 月 日

改修工事対象住宅の 改 修 工 事 の 内 容及 び
宅地建物取引 年 月 日

新 築 年 月 日
業者による既 費 用 の 額 円

存住宅に対す

る住宅性能向 譲 渡 予 定 年 月 日 年 月 日 譲 渡 の 対 価 の 額 円

上改修工事及

び個人に対す 譲り受ける予定の個人の 譲り受ける予定の個人が居 年 月 日

る譲渡の実施 氏 名 住の用に供する予定年月日

徴 収 猶 予 税 額 円 徴 収 猶 予 期 限 年 月 日

」

に改める。

附 則

１ この規則は，平成27年４月１日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県税条例施行規則附則第６項の規定は，平成27年４月１日以後の自動車取

得税証紙の販売に係る自動車取得税証紙販売手数料について適用する。

３ この規則の施行の際現に改正前の鹿児島県税条例施行規則に規定する様式により作成され

ている用紙は，当分の間，必要な調整をして使用することができる。


